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2Aa-7　　　 低用量ピルに対する意識と使用

○藤本この美ｔ　草野篤子゛゙

（*信州大・院、*≪信州大）

目的　1999 年9 月、我が国でも経口避妊薬「低用量ピル」が解禁となった。ピルは、こ

れまで日本で多く行われてきた男性主導型の避妊から、女性が自分の意思で避妊すること

を可能にするものとして期待されているものである。そこで、本研究ではピルに対する意

識を調査し、さらに基本属性や避妊の実行状況との関連を明らかにすることによって、今

後女性が「リプロダクティブ・ヘルス」を実現するのに必要なものは何か検討する。

方法　長野市内の保育園に子どもを通わせている保護者を対象とした質問紙による配票

調査を行い、ピルに対して自分が抱いているイメージと自分自身の避妊法としてピルを使

用することに対する考えの二つの側面から、性別ごとの分析と全体での分析を行った。分

析にはSPSS 統計パッケージを用いた。

結果　基本属性との関連では、性別・年齢・学歴との間に有意差が見られた。また女性

では、ピルに対するイメージと現在の避妊法の信頼性との間に強い有意差（p  ＜0.001)

が見られ、現在行っている避妊法に不安を感じている人はピルに対して肯定的なイメージ

を持っていることがわかった。さらにピルに対するイメージとピル使用への考えの関連を

分析したところ、男性・女性いずれも強い有意差（p く0.001) が見られたが、男性では

この二つの意識の一致が見られたのに対し、女性では必ずしも一致していない。この背景

には、自分は何もしないで済んでしまうためピルの良い面しか見ていない男性の安易な考

えと、副作用に対する不安や経済的負担、産婦人科での受診・処方といった実際にピルを

服用する立場としての女性の慎重な考えによって生じた差異と考えられる。

２ Aa- ８ 私的営為と公的介入一厚生省母子健康センタ ー事業の存在意義一

中山まき子（鳴門教育大学）

本 報告の目的は、1957 年に開始された厚生省起案の 母子健康センタ ー事業（助産婦介 助による公営助産 部

門 と母子の保健指 導部門からなる施 設）が、地方自治 体政策を経て個人 に繋が り、個人の 身体を どの ようう に

規制し既存の生活 を変容させて きた のかを、B 町事例 から解明し、事業 の存 在意義を検討 する。調査 方法は 、

報告者の ６年半にわたるフィ づ レドワ ークに基づ く。

第１に、 政策の受け手である個人は国の母子健康セ ンタ ー事業が もたらした効用の大 きさを評価し、母 子

健康センタ ーでの 「家庭的出産」と いう「施 設内出産 」を直ぐに受容し た。第２ に、政策 の受け手である個 人

は、施設 内で子 どもを産 むこと を「当 然」とす る認識 が形成さ れ 定着 してい っ た。 第 ３に、 母子健 康セン タ

ー事業は、 国家政 策の管理 の下に地 方自治体政策が、 さ らに地 方自治 体政策の管理下に施 設運営者が配され る

入れ子構造で構成さ れ、その中に政 策の受け手であ る個 人が位置づけ られてい た。その た め、国家政策に よる

個人への身体への 管理や規制 は見え に くい ものであっ た。また、 政策の 受け手は、入れ子 構造の中間媒 体で あ

る助産婦や地方｡自治体政策 に「擁 護」さ れ、 国家政 策の影響 を受けない場 合もあっ た。など。

以 上、政 策の受け手 にとって 母子健康センタ ー助産 部 門の開 所は、 入所期 間中施設内 で十全な世話と休息 が

保障さ れ、 緊急時 に医療的 処置を受 けることが出来 る 「事業 の効 用」が も たらされ、その 存在意義は大 きか っ

た。こうした事業 の効 用ば

国家政策の副次的 意義であ った。 し たがって助産 部門 の閉 所は、 「事業 の効用」をもたら した存 在を廃する こ

とであ り、 政策の受け手力S称賛し た事業 内容を払拭 するこ とを意味してい た。
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